
趣意書

日本木材学会創立７０周年記念事業に関わる醵金のお願い

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素より一般社団法人

日本木材学会の活動にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、1955 年に創立された日本木材学会は、2025 年（令和 7 年）に 70 周年の節目を迎

えます。当学会は、木材をはじめとする林産物あるいは生物資源に関する学術および科学

技術の振興を図り、社会の持続可能な発展に寄与する目的の下、現在、1,789 名（2024年 6
月 1 日現在）の会員に支えられて、学術誌や学術図書の刊行、年次大会や各種シンポジウ

ムの開催、支部・研究会活動、研究奨励および顕彰等の事業を行っております。また会員

による幅広く活発な研究活動を支援することを通して、国内の学協会との連携はもとより、

東アジア地域における木材研究の拠点となるよう、国外の学術団体とも連携を進めてまい

りました。

お陰様で、日本木材学会の国際学術誌である Journal of Wood Science はインパクトファ

クターが 2.2（2023年実績）となっており、”Materials Science, Paper & Wood” 領域の Q1
ジャーナル（領域内の上位 1/4）の地位を維持していますし、毎年開催される年次大会は

600 件を超える発表と 1000 名を超える参加者で活発な議論が交わされるなど、日本木材学

会が着実に成長してきていることを伺わせます。しかし一方で、未来を担う若手研究者の

数は減少傾向にあり、公的な研究予算の配分も減少の一途をたどるなど、若手研究者を取

り巻く環境は厳しくなる一方です。

そこで日本木材学会では、創立 70 周年記念事業の一環として会員各位から醵金を募り、

若手研究者を対象とした研究費や海外渡航費の助成制度を立ち上げることと致しました。

具体的な取り組みは別紙募集要項をご確認いただきたいと思いますが、若手研究者が自由

な発想の下で円滑に研究を進め、国際会議での発表や学術誌への論文投稿をしていけるよ

う、有効な助成制度を作っていく所存です。

昨今の厳しい経済事情の折柄、甚だ恐縮に存じますが、なにとぞ創立 70 周年記念事業の

趣旨にご賛同いただき、格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。なお、醵金頂

いた皆様につきましては、ご芳名を「木材学会誌」および「創立 70 周年記念事業報告書」

に掲載させて頂きます。
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日本木材学会創立７０周年記念事業「木材学 70 基金」寄附金募集要項 

１．事業目的 

木材学に関係する若手研究者（博士後期課程の学生を含む）が自由な発想で意欲的に取

り組む課題に対する研究助成や、国際会議への参加、学術誌への論文投稿を推進するた

めの研究助成などを目的とします。 

２．寄附金の使途 

寄附金は、下記の日本木材学会に所属する若手研究者を支援するプロジェクトに使用さ

れます。概ね10年間の事業期間を予定しております。 

(1) 研究助成金

若手研究者への研究費の補助

(2) 国際交流奨励金

国内外で開催される国際会議で発表を行う若手研究者への参加登録費の補助

(3) 論文投稿奨励金

若手研究者のJournal of Wood Scienceへの論文投稿経費（APC費）の補助

(4)その他 

その他、若手研究者の奨励に関すること。 

３．寄附金募集期間 

2025 年12月末日まで 

４．寄附金目標額 

1000万円 

５．寄附金の種類 

個人    １口  1万円 

企業・団体 １口  10万円 

「木材学会誌」および「創立70周年記念事業報告書」にお名前を掲載させて頂きます。 

（ 2口以上のご協力を賜れれば幸いです。 ） 



６．寄附金の申込方法  

下記Googleフォームからお申込みください。  

https://forms.gle/9BRGbdqf8q8hcTDAA 

寄附金は日本木材学会の下記口座へお振込みください。振込手数料が必要となる場合

は、日本木材学会が負担しますので、ご寄附いただく金額から手数料分を差し引いた金

額をお振込みください。  

口座名義：   一般社団法人 日本木材学会  

口座番号：   三菱UFJ銀行 本郷支店 普通 0053850 

７．税制上の優遇措置  

誠に申し訳ありませんが、日本木材学会は一般社団法人であることから、寄附者に対する

税制上の優遇措置はありません。一般の寄附金と同様に扱われます。  

個人からの寄附 → 寄附金控除はできません  

法人からの寄附 → 一般の寄附金扱いになり、一定の限度額まで損金算入できます  

８．問い合わせ先  

「木材学70基金」に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。 

一般社団法人日本木材学会 事務局  

〒113-0023 東京都文京区向丘1-1-17 タカサキヤビル4F 

Tel：03-6878-5195 

E-mail：office@jwrs.org 




